
注：　　　は交換部品を示す。

  基準不適合発生箇所

改善の内容

識別　：　改善済車両には、車台番号打刻型式左上の位置に黄色ペイントを塗布する。

     改善箇所説明図

Ａ矢視

全車両、当該レバーを対策品と交換する。

 動力伝達装置において、クラッチレリーズレバーの強度が不足しているため、クラッチ操作
によりレバーに亀裂が生じるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該レバーが
変形し、クラッチが切れなくなり、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。
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クラッチレリーズレバー

クラッチハウジング


